
議案第５０号 

東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年９月２５日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則の一部を改正する規則  

東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則（令和４年東京都板橋区教育委

員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第１７条を第１８条とし、第１７条として次の１条を加える。 

（適格請求書の交付） 

第１７条 教育委員会は、利用者から消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第

５７条の４第１項の規定による適格請求書の交付の求めがあったときは、適格請

求書（別記第１４号様式）を当該利用者に交付する。 

別記様式に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１４号様式（第１７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付 則 

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。 

    

 （提案理由） 

令和５年１０月１日のインボイス制度開始に伴い、利用者からの求めに応

じて適格請求書の交付をする必要がある。 
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東京都板橋区シニア学習プラザ条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

新 旧 

○東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則 ○東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則 

令和４年３月31日東京都板橋区教育委員会規則第６号 令和４年３月31日東京都板橋区教育委員会規則第６号 

第１条～第１６条 略 第１条～第１６条 略 

（適格請求書の交付） 

第１７条 教育委員会は、利用者から消費税法（昭和 63年法律第 108号）第

57条の４第１項の規定による適格請求書の交付の求めがあったときは、適格

請求書（別記第１４号様式）を当該利用者に交付する。 

 

（新設） 

   

 

  

第１８条 略 

 

別表 略 

 

別記第１号式～第１３号様式 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７条 略 

 

別表 略 

 

別記第１号式～第１３号様式 略 
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新 旧 

第１４号様式（第１７条関係） 

 

（新規追加） 

 


